
  

 
愛知県介護支援専門員支援会議設置要綱  

 
（趣旨）  
第１条 介護保険法（平成９年１２月１７日、法律第１２３号）第７９条第２項第２号に規定

する介護支援専門員の健全な育成を図り、その活動を支援するための具体的な方

策を総合的に協議する愛知県介護支援専門員支援会議 （以下 「支援会議 」とい

う。）を設置する。  
 
（協議事項）  
第２条  支援会議は、次の事項について協議する。  

(1)  実態調査に基づく介護支援専門員に対する支援方策に関すること。  
(2)  サービス担当者会議に関すること。  
(3)  介護支援専門員の資質の向上を図るため、実務研修や現任研修を含む研修

等のあり方に関すること。  
(4)  その他介護支援専門員の支援に必要な事項に関すること。  

 
（構成）  
第３条 支援会議の委員は、別表に定める委員をもって構成する。  
２ 委員の任期は２年とし、再任は妨げないものとする。ただし、任期の途中で委員が交

代した場合の任期は、前任者の残任期間とする。  
 
（委員長及び副委員長）  
第４条 支援会議には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。  
２ 委員長は、支援会議の業務を統括する。  
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。  
 
（支援会議）  
第５条  支援会議は、委員長が必要に応じて召集する。  
２ 支援会議は、委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。  
３ 委員長は、専門的な助言や意見等を得るため、関係者の出席を求めることができ

る。  
 
（事務局）  
第６条  支援会議の事務を円滑に遂行するため、愛知県健康福祉部高齢福祉課に事



  

務局を置き、支援会議の庶務は事務局において処理する。  
 
（その他）  
第７条  この要綱に定めるもののほか、支援会議の運営その他必要な事項については、

委員長が別に定める。  
 
附 則  

１ この要綱は平成１５年８月２６日から施行する。  
２ この支援会議の設置当初の委員の任期は、第３条第２項の規定にかかわらず、平成

１７年３月３１日までとする。  
 



  

  
別表  
 
愛知県介護支援専門員支援会議委員名簿  

 
（５０音順、敬称略）  

氏       名  所                    属  

 青 山 亜 由 子 愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会  
（高浜安立荘居宅介護支援事業所）  

 伊 藤 光 保 愛知県医師会（愛知県介護保険審査会委員）  

 猪 子 美 枝 市町村保健師協議会  
（師勝町総合福祉センター）  

 遠 藤 英 俊 学識経験者（国立療養所中部病院内科医長）  

 小 柳 津 登 志 子 愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会  
（明陽苑ケアセンター）  

 加 藤 潤 次 愛知県健康福祉部福祉監  

 小 藤 あ け み 愛知県社会福祉士会  
(特定非営利法人 ゆめじろう) 

菅 沼  晃 名古屋市（介護保険課課長）  

 杉 江 尚 二 愛知県社会福祉協議会  
（福祉人材センター所長）  

 田 辺 久 伸 愛知県町村会（豊根村福祉課長）  

 前 田  久 愛知県市長会 (岩倉市生きがい課長 ) 

 


